
九
〇
頁

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
届
出
）

（
届
出
）

第
六
十
三
条

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
開
設
者
等
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場

第
六
十
三
条

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
開
設
者
等
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場

合
に
は
、
速
や
か
に
当
該
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事

合
に
は
、
速
や
か
に
当
該
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事

に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。

に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

医
療
法
第
二
十
四
条
、
第
二
十
八
条
若
し
く
は
第
二
十
九
条
、
健
康
保
険
法

二

医
療
法
第
二
十
四
条
、
第
二
十
八
条
若
し
く
は
第
二
十
九
条
、
健
康
保
険
法

第
九
十
五
条
、
介
護
保
険
法
第
七
十
七
条
第
一
項
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の

第
九
十
五
条
、
介
護
保
険
法
第
七
十
七
条
第
一
項
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の

品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律

品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律

第
百
四
十
五
号
）
第
七
十
二
条
第
四
項
、
第
七
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
七

第
百
四
十
五
号
）
第
七
十
二
条
第
四
項
、
第
七
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
七

十
五
条
の
二
第
一
項
、
再
生
医
療
等
の
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
平

十
五
条
の
二
第
一
項
又
は
再
生
医
療
等
の
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（

成
二
十
五
年
法
律
第
八
十
五
号
）
第
二
十
三
条
、
第
四
十
八
条
若
し
く
は
第
四

平
成
二
十
五
年
法
律
第
八
十
五
号
）
第
二
十
三
条
、
第
四
十
八
条
若
し
く
は
第

十
九
条
又
は
臨
床
研
究
法
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
十
六
号
）
第
二
十
条
に
規

四
十
九
条
に
規
定
す
る
処
分
を
受
け
た
と
き
。

定
す
る
処
分
を
受
け
た
と
き
。


